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第１章 計画策定の基本的考え方

Ⅰ 計画策定の趣旨

本県では、食品の安全・安心を確保することを目的として、２００４年（平成

１６年）４月に「秋田県食品の安全・安心に関する条例」（以下「条例」という。）

を施行し、この条例に基づき同年１０月に「秋田県食品の安全・安心に関する基

本計画（第１次）」（２００４年度（平成１６年度）～２０１０年度（２２年

度））を策定しました。

２０１１年（平成２３年）３月には、２０１１年度（平成２３年度）から２

０１５年度（平成２７年度）までの５か年計画として「第２次秋田県食品の安

全・安心に関する基本計画」を策定し、その後、２０１６年度（平成２８年度）

から２０２０年度（令和２年度）までの５か年計画として「第３次秋田県食品

の安全・安心に関する基本計画」（以下「前計画」という。）を策定し、施策

を総合的かつ計画的に推進するため、３つの基本目標と１１の施策目標を掲げ、

２０の施策の方向を示しました。

この計画に基づいて、具体的な行動計画である「食品の安全・安心のためのア

クションプラン」（以下「アクションプラン」という。）に達成の数値目標を掲

げ、事業や取組の達成状況を公表するなど、各施策を着実に推進してまいりまし

た。

しかし、食品を取り巻く状況は、前計画策定以降も、東日本大震災で発生した

原子力発電所事故による食品中の放射性物質問題、牛肉の生食による腸管出血性

大腸菌食中毒などが発生したほか、原産地表示の偽装や改ざん、フードディフェ

ンスなど、食品の安全・安心に係る事例が発生しております。

また、２０１８年（平成３０年）６月には、食品衛生法一部改正により、原則

全ての食品事業者にＨＡＣＣＰの考え方に沿った衛生管理が制度化され、その導

入に向けた取組が進められている一方、２０２０年（令和２年）には、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により外出を控え、テイクアウトやデリバリー需要が増加する

ことで提供食品の安全性に対する不安などが県民からの声として挙げられており、食に

対する県民の信頼性の確保が課題となっております。

このような状況のなかで、食品の安全・安心の確保に向けて、着実に対策を講
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じるため、このたび 「第４次秋田県食品の安全・安心に関する基本計画」（２

０２１年度（令和３年度）～２０２５年度（令和７年度））を策定しまし

た。

これまでの計画の取組で得られた成果や新たな課題などを踏まえつつ、本計画

に基づき、県、食品関係事業者、消費者などが情報を共有し、協力・連携しなが

ら食品の安全・安心に関する取組を推進することが重要であると考えています。

Ⅱ 計画の基本的事項

１ 目 的

食品の安全性及び食品に対する消費者の信頼性を確保していくことは、我が国

の食料自給に大きな役割を果たす本県が取り組むべき重要な課題です。

本計画は、食品の安全性の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

り、もって県民生活の安定及び向上に寄与することを目的とします。

２ 策定の根拠

本計画は、条例第７条第１項の規定に基づき策定します。

３ 計画期間

本計画の実施期間は、２０２１年度（令和３年度）から２０２５年度（令和

７年度）までの５年間とします。

また、本計画は社会情勢の変化や制度改正等によって、見直しが必要になっ

た場合には、随時適切に対応します。

４ 位置づけ

県が策定する他の計画においても、食品の安全性の確保に関する事項については、

本計画に沿って策定し、調和を保つものとします。

５ 目 標

「生産から消費に至る食品の安全性の確保」、「食品に関する正確な情報の提供」、
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「生産者、食品関連事業者、消費者の相互理解・信頼関係の確立」の３つの基本目標を

柱とし、食品の安全性と食品に対する消費者の信頼性の確保を目指します。

第２章 現状と課題

Ⅰ 前計画の成果と評価

前計画では、本計画の基本目標と同じ「生産から消費に至る食品の安全性の確保」、

「食品に関する正確な情報の提供」、「生産者、食品関連事業者、消費者の相互理解・信

頼関係の確立」の３つを柱とし、アクションプランにより、数値目標の達成に努めるな

ど着実に推進してまいりました。

■□■ 前計画の主な成果等 ■□■

～食品の安全・安心のためのアクションプラン実績（H28 ～ R1）～

第１ 生産から消費に至る食品の安全性の確保

（１）生産段階における安全性の確保

① 安全な農産物の生産

ア 農薬・肥料の適正使用の指導

○ 農薬適正使用の指導及び支援

【具体の事業・取組】

・農薬販売業者への立入検査及び指導 ＜農薬安全対策事業＞

・農薬使用者・販売業者等に対する登録農薬の適正使用講習会の開催

・農薬管理指導士の育成

・農薬適正使用推進リーフレットの作成配布

・農薬危害防止対策の推進

・肥料生産流通状況調査 （水田総合利用課）

【成果・課題等】

農薬の適正使用を指導し、農薬取締法違反となるような事例はありま

せんでした。また、適正な農薬販売について指導し、無登録農薬の流通

が防止されました。

人の健康や自然環境等に及ぼす農薬の影響を未然に防止するため、

住宅地及びその周辺における農薬の適切な取扱を指導する必要があり

ます。
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イ 土壌環境改善の推進

○ 安全な秋田米の生産流通の確保

【具体の事業・取組】

・啓発資料の作成配付、吸収抑制対策（湛水管理等）の啓発・普及

＜安全な秋田米生産対策事業＞

・農用地土壌汚染防止法に基づく汚染対策地域を特定するための調査

の実施 ＜土壌汚染対策調査事業＞

（水田総合利用課）

・「秋田県農用地土壌汚染対策方針」に基づく恒久対策等の実施

（水田総合利用課・農地整備課）

・自主分析（ロット調査）を実施している出荷業者を対象にした分析

精度管理支援 ＜安全な秋田米流通対策事業＞

・土壌汚染対策技術の実証 ＜安全な秋田米生産対策事業＞

・基準を超えた含有米の買入・処理等

＜カドミウム汚染米買入処理事業＞ （水田総合利用課）

【成果・課題等】

ウ 病害虫の的確な発生予察方法の確立・普及

○ 効率的な病害虫の防除の推進

【具体の事業・取組】

・病害虫発生予察情報の発行 ＜病害虫発生予察事業＞

・病害虫発生生態に関する試験研究 ＜病害虫発生予察事業＞

・農薬削減に向けた実証試験の実施 ＜農薬安全対策事業＞

・市町村病害虫防除組織の活動支援 ＜病害虫発生予察事業＞

・病害虫防除における農薬環境リスク低減技術の確立 ＜農薬安全対策事業＞

・発生予察の効率化、新防除体系の確立 ＜農薬安全対策事業＞

（水田総合利用課）

【成果・課題等】

吸収抑制対策： カドミウム吸収抑制資材（ケイカル、ようりん）の施用や水

管理の指導徹底により、稲のカドミウム吸収を抑制すること。

病害虫発生予察： 現地調査等により病害虫の発生を予測すること。

汚染米発生の恐れがある地域の全てで湛水管理が適正に実施されま

した。引き続き、農用地土壌汚染防止対策を徹底するとともに、生産物

の安全検査を行う必要があります。

病害虫発生予察に基づく適切な病害虫防除が実施され、大規模な病害

虫被害を防ぐことができました。

温暖化による気候の変化に伴い、病害虫の発生状況も変化することか

ら、適確な発生予察に基づき病害虫の防除を指導する必要があります。
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エ 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の推進

○ 生産工程の適正管理に対する意識啓発及び実践の促進

【具体の事業・取組】

・ＧＡＰ担当普及指導員の育成 ＜ＧＡＰ推進事業＞

（水田総合利用課・園芸振興課）

・秋田県版ＧＡＰの普及指導 ＜ＧＡＰ推進事業＞

・ＪＡの取組に対する支援 （水田総合利用課）

【成果・課題等】

② 安全な畜産物の生産

ア 動物用医薬品・飼料の適正使用の指導

○ 動物用医薬品の適正使用の推進

【具体の事業・取組】

・動物用医薬品製造業者・販売業者への監視指導、及び家畜等へ適正な

医薬品の投与による、畜産物への薬品残留の防止

＜家畜衛生技術総合推進事業＞

・獣医療法、医薬品医療機器等法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律）等に基づく家畜診療施設、動物用医薬

品販売業者への立ち入り検査等＜家畜衛生技術総合推進事業＞

（畜産振興課）

【成果・課題等】

薬剤耐性菌：抗生物質などの薬剤を不適切に使用すること等によって出現する

薬剤に強い細菌などのこと。

ＪＡ部会単位の取組によりＧＡＰの実施産地数が増加しました。引き

続き、指導員を育成するとともに、認証ＧＡＰ経費の支援を行いながら、

地域のモデルとなる経営体を育成していきます。

家畜便等を検体として実施した薬剤耐性菌の検査結果を関係者に提供

し、適正な動物用医薬品の使用と効率的な治療を指導しました。

引き続き、農場の立入検査等を継続しながら、関係者による薬剤の適

正な取扱いを指導します。

GAP：（GoodAgricultural Practice：農業生産工程管理）
農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保

するための生産工程管理の取組のこと。これを農業者や産地が取り入れ

ることにより、持続可能性の確保、競争力の強化、品質の向上、農業経

営の改善や効率化に資するとともに、消費者や実需者の信頼の確保が期

待されます。



- 6 -

○ 飼料の使用状況の記録・記帳の推進

【具体の事業・取組】

・飼料安全法に基づく流通業者への立入検査、収去飼料の成分検査

＜自給飼料対策指導事業＞

・農家への巡回指導、給与飼料の記録・記帳指導

＜自給飼料対策指導事業＞ （畜産振興課）

【成果・課題等】

○ 試験検査や監視指導による安全な食肉の流通

【具体の事業・取組】

・と畜及び食鳥精密検査の実施

・と畜場及び食鳥処理場への監視指導

（生活衛生課）

【成果・課題等】

○ と畜・食鳥検査員の技術と資質の向上

【具体の事業・取組】

・検査技術の向上のための研修会への職員の派遣（生活衛生課）

と畜・食鳥精密検査： と殺された獣畜及び食鳥について、食用としての流

通の適否を判断するため、血液や病変の一部を採取

し、細菌学、病理学、理化学的な分析試験を行うこと。

飼料を適正使用するための、記録、記帳の重要性についての理解が深

まりました。今後とも飼料安全法に基づく農家指導と立入調査を継続的

に実施し、飼料の適正使用について周知を行います。

と畜検査及び食鳥検査時の精密検査を実施し、安全な食肉の流通を推

進することができました。

引き続き、安全確保対策に必要な精密検査を実施し、流通する食肉の

安全性に関する維持向上に努めます。
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【成果・課題等】

○ 動物用医薬品の残留検査体制の充実と生産者への疾病排除・予防情報の提供

【具体の事業・取組】

・と畜場における食肉検査と衛生指導の徹底

・食鳥処理場における食鳥検査と衛生指導の徹底

・生産団体等へのと畜検査結果の還元 （生活衛生課）

【成果・課題等】

イ 家畜伝染病予防

○ 養鶏場への立ち入り検査等による鳥インフルエンザの防疫対策の強化

【具体の事業・取組】

・養鶏農家等への立入検査及びモニタリング調査の実施

・異常鶏死亡情報の早期通報の徹底

・立入検査、サーベイランス検査等による伝染性疾病の発生予防とまん延

防止等 ＜家畜伝染病予防事業＞

・家畜衛生技術の普及指導、疾病監視体制の整備等

＜家畜衛生技術総合推進事業＞ （畜産振興課）

【成果・課題等】

③ 安全な魚介類の出荷・生産

ア 貝毒発生監視及び自主管理の推進

○ 関係機関の連携による貝毒の定期的な監視及び漁協による自主管理の推進

動物用医薬品の適切な使用が確認され、安全な食肉を流通させること

ができました。引き続き、検査の充実と検査結果の情報還元に努めます。

養鶏農家等での検査の結果、鳥インフルエンザの感染は全て陰性でし

た。この結果は、全国統一のモニタリング調査であり、農林水産省のホ

ームページで公表されています。

家畜疾病の早期発見のため、引き続きモニタリング調査を実施します。

食肉及び食鳥肉等の衛生確保に必要な知識・技術等

を習得することにより、職員の資質向上を図ることが

できました。

引き続き、研修会等への職員派遣の実施と国や他自

治体との連携や情報交換等により、検査技術の向上に

努めます。
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【具体の事業・取組】

・イガイの下痢性貝毒及び貝毒原因プランクトンの発生状況のモニタリング

調査及び貝毒発生情報の提供 ＜漁場保全対策事業＞ （水産漁港課）

【成果・課題等】

イ 水産用医薬品・飼餌料の適正使用の指導

○ 水産用医薬品の適正使用と安全な飼餌料の使用の徹底

【具体の事業・取組】

・水産用医薬品適正使用指導会議等の開催

・サケふ化事業団体組合等への巡回指導 （水産漁港課）

【成果・課題等】

（２）製造・加工段階における安全性の確保

① 食品営業施設等に対する監視指導

○ 「食品衛生監視指導計画」による効率的な監視指導

【具体の事業・取組】

・監視指導計画の策定・公表

・監視指導計画に基づいた効率的な監視指導 （生活衛生課）

【成果・課題等】

食品衛生監視指導計画：

都道府県などの保健所を設置している自治体は、食品衛生法第２４条に

基づき年度毎に食品衛生監視指導計画を策定することになっており、重点

的に監視指導すべき項目などが定められている。

重点監視対象施設：

大量調理を行う施設や広域的に流通する食品を取扱う施設などのこと

で、県（各保健所）が定めた食品等事業施設（県内では約1,300施設）。

貝毒に関するモニタリング調査の結果を出荷自主規制の判断に活用し

ました。引き続き、モニタリング調査を実施し、貝毒発生に係る監視を

行い流通する魚介類の安全確保のための情報提供を行います。

水産用医薬品等の適正使用の徹底が図られました。引き続き、生産団

体等に対し、医薬品医療機器等法に基づいた水産用医薬品等の適正使用

の啓発・指導を実施します。

計画に基づき、食品による危害が発生しやすい時期などを特別監視期

間に定め、大量調理施設など主要な食品営業施設への監視指導を実施し、

食品による危害防止や施設の衛生管理の向上が図られました。

引き続き、計画的かつ効率的な監視指導を実施します。
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○ 食品衛生監視員の技術と資質の向上

【具体の事業・取組】

・食品衛生関係研修会への職員派遣 （生活衛生課）

【成果・課題等】

② 食品関連事業者による自主的衛生管理・HACCPに沿った衛生管理の推進

○ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入支援

【具体の事業・取組】

・あきたの食安全・安心推進事業における秋田県ＨＡＣＣＰ認証推進事業

（生活衛生課）

【成果・課題等】

○ 自主的衛生管理の推進

【具体の事業・取組】

・あきたの食安全・安心推進事業における自主的衛生管理強化事業

（生活衛生課）

・ＨＡＣＣＰによる衛生管理の導入など、革新性のある経営改革を図る中小企

業者に対する補助金、低金利融資制度による支援等 （地域産業振興課）

【成果・課題等】

秋田県ＨＡＣＣＰ認証制度（秋田県食品自主的衛生管理認証制度）：

県産食品の安全確保とブランド化に向け、ＨＡＣＣＰによる衛生管理を整

備し、一定の水準に達している施設を県独自に認証する制度。

職員の食品衛生監視指導業務に対する取組姿勢の向上が図られまし

た。引き続き技術と資質の向上に努めます。

食品衛生法改正に伴うＨＡＣＣＰ制度化により、導入の必要性の認識

が高まり、衛生管理の取組を進める食品営業施設が増加しました。

引き続き、関係部局などとの連携により食品事業者に対しＨＡＣＣＰ

導入の効果を説明するとともに、認証取得に向けた啓発や技術支援を行

います。

主な食品区分（分類）ごとに期限表示の設定マニュアルを作成し、具

体的な期限設定の手順等について事業者への理解につなげることとがで

きました。今後は、同マニュアルを活用し、事業者が科学的根拠に基づ

き自社製品の期限表示が行えるよう指導します。

また、引き続き、食品衛生推進員による食品営業施設の巡回指導等に

より、事業者が自ら行う衛生管理を推進します。
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③ 集団給食施設における衛生管理の推進

○ 職種別衛生管理意識の醸成

【具体の事業・取組】

・衛生管理推進のための関係職員（管理職、栄養教諭、学校栄養職員、調

理員）を対象にした各種研修会 （保健体育課）

【成果・課題等】

○ 実践的衛生管理の巡回指導

【具体の事業・取組】

・給食施設巡回指導者による実践的な衛生管理の指導

・給食施設巡回指導 （保健体育課）

・保健所による学校給食施設への監視指導 （生活衛生課）

【成果・課題等】

④ 飲用水の安全性の確保

○ 水質基準の遵守徹底

【具体の事業・取組】

・水道施設の監視指導 （生活衛生課）

【成果・課題等】

（３）流通・販売段階における安全性の確保

① 県内流通食品等の安全検査

給食施設巡回指導者： 県教育長が委嘱する者で、学校給食施設の関係者

に指導助言を行う栄養教諭等のこと。

各研修会で給食施設の衛生管理の充実を図る啓発活動ができました。

引き続き、研修会の開催等に取り組み、さらなる衛生管理の向上につ

なげます。

外部指導者の協力を得て訪問指導を実施し、関係者の衛生意識の向上、

不備な点が改善され食中毒防止につながりました。

引き続き、計画的に訪問指導を実施します。

水道施設や飲用井戸について、消毒の徹底などの監視指導を実施し、

衛生水準の向上を図ることができました。

重点施設に加え、それ以外の施設についても計画的に監視する必要

があります。
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○ 食中毒菌・食品添加物・成分規格基準・残留農薬等の検査の実施

【具体の事業・取組】

・収去検査の実施 （生活衛生課）

【成果・課題等】

○ 流通食品の衛生管理状況等の指導

【具体の事業・取組】

・県内産・県外産食品、輸入食品の現場検査の実施

（生活衛生課・各保健所）

【成果・課題等】

○ 食品流通の広域化に対応した関係都道府県等との連携と情報共有

【具体の事業・取組】

・不良食品等の流通に関する情報収集 （生活衛生課）

【成果・課題等】

○ 食品検査の継続的な精度管理

【具体の事業・取組】

・食品検査施設の精度管理の実施 （生活衛生課）

収去検査： 保健所の食品衛生監視員が流通している食品を抜き打ち的に無

償で確保し基準に合致しているかどうかを検査すること。基準を

超えた場合や違反があった場合は、回収や廃棄等の行政措置が講じ

られる。

収去検査により、違反食品（成分規格違反、県指導基準違反）の発見、

排除や食品製造施設等への適切な衛生指導ができました。

引き続き、食品衛生監視指導計画の基づき実施します。

現場検査により約１００件の違反食品等を摘発、排除することができ

ました。今後も食品販売所等における食品等の監視、点検を継続する必

要があります。

関係する会議に出席し、他自治体との情報共有ができました。引き続

き、不良食品の流通防止のため、関係都道府県等との情報共有を継続し

て実施します。
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【成果・課題等】

② 無承認無許可の医薬品成分を含む食品の流通防止

○ 情報収集や検査の実施及び販売者等への監視指導

【具体の事業・取組】

・無承認無許可医薬品買上調査 （医務薬事課）

【成果・課題等】

○ 関係機関への情報提供と県民への注意喚起

【具体の事業・取組】

・関係機関への健康食品等による健康被害の情報提供

・講習会等での健康食品等による健康被害について注意喚起（医務薬事課）

【成果・課題等】

（４）消費段階における安全性の確保

① 食品の安全性・食品衛生に関する知識の普及促進

○ 生産者、食品関連事業者、消費者による情報の共有化、意見交換の場の提供

【具体の事業・取組】

・食品の安全・安心に関するセミナー、地域懇談会等の開催

（県民生活課・生活衛生課・各地域振興局）

食品検査施設： 食品衛生法に基づく食品検査を行う施設のことで、県の機関

としては、健康環境センター、食肉衛生検査所がある。

検査水準を点検し、検査結果の妥当性を検証しました。

引き続き、食品検査の精度管理を実施し、検査水準を維持します。

年間計画による調査により食品中に医薬品成分の混入はないことが確

認されました。引き続き、同調査を実施し、違法な食品流通を排除します。

関係機関への情報提供により、県民へ健康食品等による健康被害につい

て注意喚起を図ることができました。

引き続き、講習会等での健康食品等による健康被害について注意喚起を

実施する必要があります。
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【成果・課題等】

食品安全セミナーや食品安全地域懇談会に参加した県民に対して、食品安

全に関する情報発信を行い、生産者、食品関連事業者、消費者の各関係者間

の情報共有及び相互理解が図られました。

今後は、食品の安全・安心に係る取組について各関係者間の相互理解につ

なげるため、各地域単位で開催する懇談会や講習会等において食品安全に関

する情報提供及び情報共有を図ります。

○ 消費者の食品衛生知識の普及啓発

【具体の事業・取組】

・食品衛生講習会の実施 （生活衛生課・各保健所）

（食品安全地域懇談会） （手洗い教室）

【成果・課題等】

○ 「特別監視期間」における住民への注意喚起

【具体の事業・取組】

・食中毒予防の注意喚起 （生活衛生課・各保健所）

特別監視期間： 監視指導計画に基づき、食中毒が多発する夏期及び食品流

通量が増加する年末等に、監視指導の強化を図る期間のこと。

食品衛生講習会等により食品安全に関する知識の普及啓発を図るこ

とができました。引き続き、食品衛生知識の普及啓発を実施します。
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【成果・課題等】

② 消費者相談体制の充実

○ 食品の安全・安心に関する相談対応の充実

【具体の事業・取組】

・食品衛生監視員の資質の向上を図るため、研修を実施

（生活衛生課、各保健所）

【成果・課題等】

第２ 食品に関する正確な情報の提供

（１）食品表示の適正化の推進

① 適正な食品表示の徹底

○ 食品表示担当職員の資質の向上

【具体の事業・取組】

・食品表示担当職員研修等の実施

（県民生活課、健康づくり推進課、生活衛生課、生活センター、各地域振興局）

【成果・課題等】

新聞、リーフレット、垂れ幕、広報車、市町村広報、ホームページ等、

様々な媒体を活用して食中毒予防の啓発ができました。

引き続き、消費者の安全確保のため、様々な媒体を活用し、食中毒予

防の啓発を実施する必要があります。

食品衛生監視員研修会などにより、監視員の資質向上と相談能力の向

上が図られました。

引き続き、県外で開催される研修等に職員を派遣するとともに、県内

においても研修会等を実施し、職員の資質向上に努めます。

研修等により食品表示の適正化のための担当職員の資質向上が図ら

れました。

引き続き、食品表示担当職員向けの研修会を開催して、職員の知識と

意識の向上を図ります。
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モニタリング活動及び食品表示１１０番の設置により、迅速な改善措

置等の対応を行い、食品表示の適正化が図られました。

引き続き、適性表示の推進のため、食品表示法に基づき食品表示の監

視・指導を実施します。

○ 関係機関の連携による食品表示の合同調査・指導

【具体の事業・取組】

・食品表示合同調査の実施

・食品表示に係る一斉取締まり

（県民生活課、生活センター、各地域振興局福祉環境部）

【成果・課題等】

② 消費者の視点による食品表示の監視

○ 食品表示の監視・指導

【具体の事業・取組】

・日常的モニタリング活動

・食品表示１１０番の設置 （県民生活課）

【成果・課題等】

食品表示合同調査により直売所等へ販売される食品表示の適正化が図

られました。

消費者への食品の情報提供に資する食品表示は、頻繁に規制が変更さ

れる傾向にあり、事業者の対応が追いつかないことが多いため、引き続

き、適正表示について、関係者への指導を実施する必要があります。

食品表示合同調査： 食品表示に関する法律（食品衛生法、食品表示法、景

品表示法など）を所管する関係部署が主に産地直売所を

対象に合同で食品表示の調査・指導を行うこと。
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（２）トレーサビリティシステムの構築

① 主要農畜産物のトレーサビリティシステムの構築

○ 米、青果物トレーサビリティの円滑な運営に向けての生産情報の整備・充実

【具体の事業・取組】

・「秋田こめ通信簿」及び青果物等の

生産履歴情報の充実による米、野菜

等のトレーサビリティシステムの構

築支援

（農業経済課、水田総合利用課、

園芸振興課（ＪＡ中央会））

【成果・課題等】

○ 家畜個体識別耳標の適正装着と報告の徹底

【具体の事業・取組】

・牛の出生、異動報告などを円滑かつ正確に実施するためのシステム運営

＜家畜改良増殖対策事業（家畜個体識別促進事業）＞ （畜産振興課）

【成果・課題等】

○ 牛肉トレーサビリティシステムの円滑な運用

【具体の事業・取組】

・本県独自に構築した「秋田県牛肉トレーサビリティシステム」の産地情報

の充実強化（肥育農家情報に加えて繁殖農家情報も構築）（畜産振興課）

【成果・課題等】

生産者の安全・安心に対する意識が高まり、記帳率が増加しました。

今後とも米、青果物トレーサビリティーの円滑な運営のため、指導を継

続していく必要があります。

生産者・関係者への周知徹底によりトレーサビリティシステムが浸透

し定着しましたが、今後とも適正に耳標装着されるよう指導を継続する

必要があります。

消費者等の食の安全・安心を確保するための牛肉トレーサビリティシ

ステムが理解され浸透しましたが、消費者等に対し、トレーサビリティ

システムの情報を的確に発信する必要があります。



- 17 -

（３）健康影響に関する情報の提供

① 食品による健康被害発生予防に関する情報提供の推進

○ 健康被害の発生を予防する注意喚起・情報提供の推進

【具体の事業・取組】

・県内の季節に合わせた食品安全情報の提供

・美の国あきたネットによる情報提供

・各種印刷物による情報提供

・マスコミ等を活用した情報提供 （生活衛生課）

【成果・課題等】

○ 食品販売事業者との連携協力による情報の提供

【具体の事業・取組】

・食品安全一口コメント掲載要請による連携協力 （生活衛生課）

【成果・課題等】

第３ 生産者、食品関連事業者、消費者の相互理解・信頼関係の確立

（１）情報の共有・相互理解の推進

① リスクコミュニケーションの推進

○ 相互理解の推進、信頼関係の確立

【具体の事業・取組】

・生産者、食品関連事業者、消費者による情報の共有化、意見交換の場

の提供

・食品安全・安心に関するセミナー、地域懇談会等の開催（生活衛生課）

様々な媒体を通じて食品による健康被害についての注意喚起や情報

提供に努めましたが、引き続き、食品による健康被害発生を未然に防止

するため、食品安全情報の提供を実施します。

食品関係事業者と連携し、広く県民へ食中毒予防の喚起等食品安全に

関する情報提供に努めました。

引き続き、食品関係事業者の協力のもと食品安全情報の提供を実施し

ます。
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【成果・課題等】

（２）食育の推進

① 望ましい食生活の普及啓発

○ 県民の健康づくりのため、関係団体と連携し、栄養改善事業の推進

【具体の事業・取組】

・住民への健康情報の提供・栄養指導

・秋田県食生活改善推進協議会の育成・支援 （健康づくり推進課）

【成果・課題等】

○ 食を通じた健康づくりと情報提供の推進

【具体の事業・取組】

・健康づくりのための食生活指針の普及

・栄養改善研修会 （健康づくり推進課）

【成果・課題等】

② 地域における体験学習の推進

○ 食と農への理解の推進

食品安全セミナーや食品安全地域懇談会に参加した県

民に対して、食品安全に関する情報発信を行い、生産者、

食品関連事業者、消費者の各関係者間の情報共有が図られ

ました。今後は、開催方法を工夫しながら懇談会を開催す

るなど、地域の実情に即しながら各地域毎に実施する必要

があります。

県内各地でのイベント・伝達講習会の開催により、県民に対して望ま

しい食生活についての普及が図られました。

今後は、食生活改善推進協議会未設置市町村に対して、組織化に向け

た指導・支援の必要があります。

食育関係者への食生活改善の実践普及を図るとともに、２０１５年よ

り使用する食事摂取基準に関する情報を行政機関、学校等、食育事業に

従事する機会の多い栄養士が共有することができました。

引き続き、研修会等での健康づくりのための食生活に関する情報につ

いて共有を図ります。
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【具体の事業・取組】

・農業体験等の情報提供

（農山村振興課、各幼稚園・保育所・小学校）

【成果・課題等】

○地域における食育実践活動の充実

【具体の事業・取組】

・みんなで創ろう「食の国あきた」推進事業

・食育関係団体の連携・交流

・農林漁業者や食品製造事業者による食育活動

・食育ボランティアによる活動 （健康づくり推進課）

【成果・課題等】

（３）地産地消の推進

① 県産農産物の利用促進等

○ 地域で生産される農産物等を地域で消費する「地産地消」と豊かな県産食材へ

の理解の推進

【具体の事業・取組】

・地産地消で元気なあきた応援事業

・あきた産デーフェアの開催

・県産食材等の利用拡大及び情報提供

・地産地消サポーター等を対象とした地産地消交流会の開催（農業経済課）

【成果・課題等】

農業体験学習の推進により、食への関心が高められ、食育や秋田の食

文化の周知につながっています。

引き続き、各関係機関と連携し農業体験等の普及・啓発を行います。

食育ボランティアが増加し、食育活動等の充実が図られましたが、ボ

ランティアの高齢化があるため、引き続き登録者数の維持が必要です。

食育ボランティア： 地域の農産物や食生活改善、食品の安全性など、食に

関する知恵や技術を伝える活動を行っている人達のこ

と。

地産地消交流会等のイベント開催により、地産地消サポーターの活動

定着が図られていますが、引き続き、量販店側のみならず、消費者に対

しても、イベントの開催等を通じて地産地消の意識の醸成を図る必要が

ありま
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○ 家庭等における地産地消の普及啓発

【具体の事業・取組】

・「食の国あきた」県民フェスティバル、食の国あきた推進会議等の開催

・食育実践活動支援事業、食育研修会 （健康づくり推進課）

【成果・課題等】

○ 地場産農産物の活用の促進

【具体の事業・取組】

・学校給食使用物資調査（野菜１５品目重量

割合） （保健体育課）

【成果・課題等】

（４）認証制度の普及

① 高品質な県産食品の開発及び品質の向上の促進

○ 有機・特別栽培農産物の認証

【具体の事業・取組】

・特別栽培農産物認証制度の推進 （農業経済課）

新品種米や県産主要農産物などの地場産食材導入への関心が高まって

きていますが、引き続き、研修会、イベント等での更なる地場産食材導

入に関する周知が必要です。

調査の実施により地場産農産物活用について市町村の意識付けが図ら

れました。また、安全・安心の観点からも地場産農産物の活用を進めて

おり、地域への関心を高めたり、地域の食文化に触れるよい機会となっ

ています。

活用率が低い市町村への働きかけや、研修会での活用の事例紹介を行

い、活用の促進を図る必要があります。

野菜１５品目：

じゃがいも、にんじん、ほうれん草、ピーマ

ン、長ねぎ、キャベツ、玉ねぎ、ごぼう、きゅ

うり、大根、白菜、トマト（ミニ）、生しいた

け、アスパラガス、小松菜

特別栽培農産物： 化学合成された農薬・肥料を県内の平均的な栽培方法の

半分以下に抑えて作られた「人」「環境」にやさしい農産物

のこと。第三者機関が検査、確認し、認証している。
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【成果・課題等】

○ ＨＡＣＣＰによる衛生管理の導入支援

【具体の事業・取組】

・あきたの食安全・安心推進事業における秋田県ＨＡＣＣＰ認証推進事業

（生活衛生課）

【成果・課題等】

○ 特産品の開発と品質向上の促進

【具体の事業・取組】

・特産品開発コンクールの実施 ＜地域特産品サポート事業＞

＜地域特産品づくりネットワーク構築事業＞（秋田うまいもの販売課）

【成果・課題等】

特別栽培米を含む「あきたecoらいす」の販売量も増加しており、安全

な農産物の生産への意識は定着してきていますので、引き続き制度の活用

を呼びかけます。

認証取得施設が食品製造業や販売業の他、学校（給食センター）へも広

がるなど、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入について理解が深まるとと

もに、県産食品の安全性確保が図られています。引き続き、認証制度の普

及とともに事業者のＨＡＣＣＰ導入を推進します。

新規参入業者の出展意欲を高める「食の新人賞部門」を設定し、受賞数

が増加したことで品質向上の促進が図られました。また、コンクールのリ

ーフレット作成や審査に当たり、食品表示について出展者にアドバイスを

行うことができました。特産品開発コンクールは「あきた食のチャンピオ

ンシップ」にリニューアルし、継続して開催するマッチング商談会でのＰ

Ｒや商談会等を通じ、より積極的な販売促進に取り組む必要があります。

特産品開発コンクール： 本県特産品の振興を図るため、市場性に富み、か

つ品質・デザイン等に優れた商品を表彰・ＰＲする。

加工食品部門と民工芸部門があり、前者の審査準

には食品衛生法、食品表示法、健康増進法、景品表

示法等に基づく表示基準も含む。
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１　食品表示の適正
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２　トレーサビリティ
システムの構築
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３　健康影響に関す
る情報の提供
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１　相互理解の推進 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0.75 0 0.25 0

２　食育の推進 4 1 0 3 0 4 0 0 3 1 4 0 0 3 1 4 0 0 3 1 4 0.25 0 3 0.75
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「食品の安全・安心のためのアクションプラン」の目標達成状況の推移

年度 ２０１６年度（平成２８年度） ２０１７年度（平成２９年度） ２０１８年度（平成３０年度） ２０１９年度（令和元年度） 4年間の平均

目標達成状況 目標達成状況 目標達成状況 目標達成状況 目標達成状況

※目標達成状況について、実績が目標を上回っているものは「上回る」、目標どおりであるものは「達成」、８割以上のものは「概ね達
成」、８割に満たないものは「未達成」としております。

施策の方向 指標数 指標数 指標数 指標数 指標数

第１ 生産から消費に至る
食品の安全性の確保

第２ 食品に関する正確な
情報の提供

第３ 生産者、食品関係事
業者、消費者の相互理解・
信頼関係の確立

合　　計

○２０１６年度（平成２８年度）～２０１９年度（令和元年度）の４年間の「食品の安全・安心のための
アクションプラン」の目標の達成状況は、平均すると１００％以上の達成が６１．２％、８０％以上が８
７．３％　となっており、計画全体では概ね順調に推移しました。
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Ⅱ 県民の食品の安全性に対する意識

□ 食品の安全・安心に関するアンケート調査について

食品の安全・安心に関する県民意識を把握するため、２００４年（平成１６年）から

県政モニターの方々を始めとする県民の皆様を対象として、「生産から消費」までの各

段階に対する不安の有無及びその内容などについて、アンケート調査を実施し、県の施

策・事業などに役立てています。

食の安全・安心に関するアンケート調査

問い「食品安全に関することについて、どの分野に関心がありますか。」を選択した延べ人数

（複数選択可）

人数 割合(%) 人数 割合(%) 人数 割合(%) 人数 割合(%) 人数 割合(%)
①食中毒予防（衛生管理） 50 59.5% 35 40.7% 39 40.6% 27 36.0% 60 69.0%
②食品表示 40 47.6% 46 53.5% 52 54.2% 45 60.0% 45 51.7%
③食品添加物 54 64.3% 52 60.5% 54 56.3% 48 64.0% 51 58.6%
④輸入食品 50 59.5% 55 64.0% 48 50.0% 36 48.0% 57 65.5%
⑤健康食品 13 15.5% 25 29.1% 20 20.8% 23 30.7% 17 19.5%
⑥残留農薬・残留動物用医薬品 33 39.3% 25 29.1% 24 25.0% 25 33.3% 29 33.3%
⑦遺伝子組換え食品　 33 39.3% 25 29.1% 40 41.7% 21 28.0% 34 39.1%
⑧ＢＳＥ(牛海綿状脳症) 17 20.2% 7 8.1% 9 9.4% 11 14.7% 14 16.1%
⑨トレーサビリティ(生産履歴) 12 14.3% 7 8.1% 21 21.9% 7 9.3% 17 19.5%
⑩アレルギー物質 19 22.6% 25 29.1% 16 16.7% 18 24.0% 26 29.9%
⑪鶏・豚インフルエンザ 14 16.7% 9 10.5% 13 13.5% 11 14.7% 16 18.4%
⑫放射性物質による汚染 23 27.4% 17 19.8% 15 15.6% 10 13.3% 18 20.7%
⑬その他 2 2.4% 0 0.0% 1 1.0% 0 0.0% 1 1.1%

計 360 328 352 282 385

２０１６年度
（平成２８年度）

２０１７年度
（平成２９年度）

２０１８年度
（平成３０年度）

２０１９年度
（令和元年度）

２０２０年度
（令和２年度）
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□ アンケート調査から得られた課題

過去４年間（２０１６年度（平成２８年度）～２０１９年度（令和元年度））のアク

ションプランにおける指標の目標達成状況は、先に記載したとおり、平均で１００％以

上の達成が６１．２％、８０％以上達成は８７．３％となっており、計画全体としては

概ね順調に推移し進展しています。

食の安全・安心に関するアンケート調査によると、いずれの年も消費者が関心の高い

事項は、「食品表示」、「輸入食品」、「食品添加物」となっております。

令和２年度においては、「食中毒予防（衛生管理）」が急激に高い割合になっておりま

すが、このことは、２０２１年（令和３年）６月からは食品衛生法の改正に伴いＨＡＣ

ＣＰ導入が義務化されることや、新型コロナウイルス感染症予防対策として、外出を控

えたことによるテイクアウトやデリバリー需要の増加に伴い食中毒が心配である、とす

る意見などがアンケート結果に反映されたものと考えられます。

また、２０１１年（平成２３年）３月に発生した東日本大震災後の原子力発電所事故

後は、「放射性物質による汚染」の関心が高まっており、２０１２年度（平成２４年度）

には関心のある事項として最も高い割合でしたが、近年においては減少傾向となってい

るものの、依然として一定の割合で推移しております。

以上の結果は、食品をめぐる一連の事件や事案の発生により、消費者の関心となる事

項は変動しますが、食品の安全性に不安を感じている人が多くいることは容易に想定さ

れます。

これら消費者の不安に的確に応えるよう、引き続き、食品の安全性と安心のための信

頼性確保を基軸として、様々な施策に対し計画的・総合的に取り組む必要があります。

Ⅲ 食品を取り巻く現状と課題

食品を取り巻く状況において、新型コロナウイルス感染症及び気候変動による自然災

害の発生などにより、食品の衛生管理について不安を感じる人が増えている現状にあり

ます。また、前計画策定以降も、東日本大震災で発生した原子力発電所事故による食品

中の放射性物質問題に対する不安、原産地表示の偽装や改ざん、アレルギー物質の表示

欠落などでの自主回収、フードディフェンスなどの話題が後を絶たず、食品をめぐる県

民の不安や不信感は依然として続いています。
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１ 食品関連事業者のコンプライアンス（法令遵守）意識の向上

食品の安全性確保に第一義的責任を負うのは事業者ですが、原産地の偽装表示などの

事例は、事業者のコンプライアンス意識の低下によるものと考えられ、消費者に食品に

に対する不安や不信感を与えました。

食品の安全確保は事業者の責務であり、本計画においては、事業者のコンプライアン

ス意識の醸成や再認識を図ります。

食品表示１１０番の実績

（出典：農林水産省「食品表示１１０番実績（過去の実績）」）

２ 食品等事業者が自ら行う衛生管理の一層の推進

全国食中毒統計（厚生労働省）によると、カンピロバクターやノロウイルスによる

食中毒が事件数、患者数ともに半数以上を占めており、この１０年間は、同様の傾向

となっています。また、腸管出血性大腸菌による食中毒も毎年発生しておりますが、

これらは、いずれも少量のウィルスや細菌で発症することから、食中毒を未然に防止

するためには、事業者にはこれまで以上に衛生管理の徹底と意識の向上が求められま

す。

食品の安全性を確保するためには、生産、製造・加工、流通・販売、消費に至る食

品供給行程（フードチェーン）の各段階において、それぞれが安全性を確保する取組

を行う必要がありますが、特に、生産や製造段階においては、各事業者がＨＡＣＣＰ

に沿った衛生管理に基づき、原材料の保管や施設設備の衛生、作業や処理工程などを
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適切に管理する必要があることから、食品関連事業者自らが一層の衛生管理の推進を

図ることができるよう、支援体制を整える必要があります。

◇◇◇食中毒発生状況（全国／年次推移）◇◇◇

（出典：厚生労働省「食中毒統計資料」年次別食中毒発生状況・病因物質別）

３ 食品の安全性に関する正しい情報提供と内容の充実

県民の食に対する信頼を確保するためには、事業者の自主的な取組や行政による監視

指導による安全性確保のみならず、県民が食品衛生に関する様々な情報を入手し、自

らの判断で、安全な食品を選択できるようにすることが必要です。

そこで、食品の安全に関する提供情報の充実に努めるとともに、県民の視点に立っ

た情報提供を実現するため、より多くの県民の意見を聴く機会を設ける必要がありま

す。

４ 食品の品質保証と信頼性の確保

本県には、他に誇れる優れた食材「サキホコレ」や「比内地鶏」を始め、安全で

高品質な農畜水産物があります。
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これら県産食品の品質を保証し、信頼を得るためには確かな機関による認証制度が

必要です。

５ その他食品を取り巻く状況

我が国の食料自給率は、カロリーベースでは３８％（２０１９年度（令和元年度）実

績）です。

これは、主食である米の消費が減り、自給率の低い畜産物などの消費が増加し、食品

の消費の多様化に国内生産が対応できない結果と言われております。

『秋田県食品の安全・安心に関する条例』において、本県は、「我が国の食料自給に

大きな役割を果たす」としていることからも、県産食品の安全性と信頼の確保に向けて、

関係機関が一丸となって取り組むことが求められています。

従って、生産から消費に至る食品供給行程（フードチェーン）のすべての人達が、協

働・連携して取り組むことが必要です。

第３章 施策の展開
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食品の安全性を確保するためには、生産、製造・加工、流通・販売、消費に至る食品供給行

程（フードチェーン）の各段階において、関係する人々がそれぞれに取組を行う必要がありま

す。

１ 生産段階における安全性の確保

生産者は、農畜水産物の安全性確保について、第一義的な責任を有していることを認識し、

関係法令を遵守し、安全・安心な農畜水産物を供給する責務と役割を有しています。

このため、生産物の安全性確保に係る知識及び技術の習得、農薬、肥料、飼料、動物用医薬

品などの適正使用、使用状況などの記録・保管を行うとともに、残留農薬などの自主検査を

推進します。

① 安全な農産物の生産

ア 農薬・肥料の適正使用の指導

安全な農産物であるために、２００６年（平成１８年）にボジティブリスト制の導入

により、残留農薬等の規制は強化されました。

農薬や肥料の使用の実態、問題点・課題を把握し、農薬販売業者への立入検査や生産

者に対する適正使用の啓発、指導に努めます。

農業団体等が実施する、米、野菜、果実などの県産農産物の残留農薬の自主検査を促

進するほか、生産者に対して使用した農薬・肥料の種類・量・使用時期などの栽培履歴

の記帳を指導・支援します。

イ 土壌環境改善の推進

食品衛生法の改正により米のカドミウム国内基準値が、それまでの１．０ｐｐｍ未満

から０．４ｐｐｍ以下に改訂された（２０１１年（平成２３年）２年２８日施行）こと

から、新基準値に対応した汚染地域を特定し、湛水管理を徹底するほか、カドミウム低

吸収品種の導入を進め、汚染米の生産を防止し、安全な秋田米の生産流通を確保します。

ウ 病害虫の的確な発生予察方法の確立・普及

病害虫の発生生態や被害状況等を分析し、農薬の投入量を必要最小限に抑えた効率的

な病害虫の防除方法の確立を図るとともに、発生予察により病害虫に応じた効率的な防

除を推進します。

エ 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の推進

農業生産活動における各作業の正確な実施、記録、点検、評価など一連の工程管理に

よる改善・効率化を図ります。

② 安全な畜産物の生産

ア 動物用医薬品・飼料の適正使用の指導
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動物用医薬品の畜産物への残留防止を図るため、生産者及び獣医師に対し動物用医薬

品の適正使用の指導を行い、安全な畜産物の生産を図ります。

また、関係機関と連携し、給与飼料の安全性の確認を行うとともに、飼料の給与状況

を記録するよう指導し、畜産物の安全性の確保を図ります。

イ 家畜伝染病予防

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）については、正確な牛の生産履歴情報を提供するため、生産

者等に対し個体識別耳標の装着と、出生、異動などの報告を徹底させます。また、死亡

牛のＢＳＥスクリーニング検査を引き続き実施します。

高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザについては、養鶏場の立ち

入り検査や死亡状況の報告を徹底させるなど防疫対策を一層強化し、早期発見や拡大防

止に努めます。

③ 安全な魚介類の出荷・生産

ア 貝毒発生監視及び自主管理の推進

漁業者、漁協、分析機関、行政の連携を密にして、下痢性貝毒モニタリング調査、貝

毒原因プランクトンの発生調査を実施し漁協の自主的な管理への指導に努めます。

イ 水産用医薬品・飼餌料の適正使用の指導

水産用医薬品の適正使用や安全な飼餌料の使用を徹底するため、魚介類の種苗生産や

養殖業者等に対し、使用に関する啓発・指導を行い、安全な水産物の生産を図ります。

２ 製造・加工段階における安全性の確保

食品衛生法に基づき毎年度策定する「食品衛生監視指導計画」により、食品営業施設や給

食施設等に対する監視指導の徹底、計画的食品検査の実施、食品衛生知識の普及啓発に努め

ます。

また、本県独自の認証制度『秋田県ＨＡＣＣＰ認証』などの、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管

理の導入支援を行うほか、食品関連事業者が行う自主的な衛生管理の推進を図り、安全で衛

生的な食品供給に向けた取組を充実、強化します。

特に、中小規模事業者へのＨＡＣＣＰの考えた方に沿った衛生管理の導入においては、積

極的に情報提供と支援を行います。

① 食品営業施設等に対する監視指導

過去の食中毒や違反食品の発生頻度、製造技術の特殊性などを考慮し、各業種別に監視指

導計画を定め、重点監視対象施設を中心とした計画的、効率的な監視指導を実施します。

また、食品衛生監視員を研修会等に派遣することで、最新の知見や情報を収集し、これを

基に監視技術の向上を図ります。

② 食品関連事業者によるHACCPによる衛生管理の推進

食品衛生推進員による巡回活動を推進し、食品営業者の衛生管理の向上を図ります。

また、県内における主要な食品営業施設等（大量調理を行う施設や広域的に流通する食品

を製造する施設等）を中心に、ＨＡＣＣＰによる衛生管理の導入を推進するため、食品関連

事業者の意識啓発を図り、技術支援を行います。
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③ 集団給食施設における衛生管理の推進

集団給食施設の衛生管理の徹底を図るため、学校給食にあっては各市町村教育委員会と連

携し、各種研修会による関係職員の資質の向上と、学校給食施設訪問指導による衛生管理等

の徹底を図ります。

④ 飲用水の安全性の確保

飲用に供する水の安全性を確保するため、市町村等水道事業者に対し水質基準などの遵守

を徹底するよう指導します。

３ 流通・販売段階における安全性の確保

流通・販売段階における食品の安全性確保のためには、販売店など食品関連施設における

食品の適切な品質管理や衛生管理が重要であることから、「食品衛生監視指導計画」に基づ

き監視指導を実施します。

また、県内に流通する食品（輸入食品を含む。）について、残留農薬や食品添加物などの

検査を実施し、違反食品の排除に努めるとともに、いわゆる健康食品と称する、無承認無許

可の医薬品成分を含む食品の流通を防止するため、監視指導を行います。

① 県内流通食品等の安全検査

食中毒菌、食品添加物、成分規格基準、残留農薬等の検査を実施し、違反食品の排除に努

めるとともに、ホームページ等により検査結果を公表します。

輸入食品については、検疫を所管する国や他の都道府県との情報の共有を図り、営業施設

の監視指導と併せて、効率的な検査を実施します。

安全な食肉や食鳥肉等の流通を確保するため、と畜検査・食鳥検査及び必要に応じて精密

検査を実施するとともに、事業者に対しと畜場や食鳥処理場での衛生管理を徹底させるな

ど、検査・監視体制の充実・強化を図ります。

食品流通の広域化に対応するため、関係自治体との連携を強化し、不良食品等の情報収集

と情報提供に努めるほか、食品検査施設における試験検査の信頼性を確保するため、精度管

理の充実に努めます。

② 無承認無許可の医薬品成分を含む食品の流通防止

いわゆる健康食品と称する、無承認無許可の医薬品成分を含む食品の流通を防止するた

め、監視指導を行います。

無承認無許可の医薬品成分を含む食品の情報については、医師会・薬剤師会等の関係機関

に提供するとともに、ホームページ等により県民の注意を喚起します。

４ 消費段階における安全性の確保

消費者が、自らの判断で食品を適切に選択できるよう、食品の安全性に関する情報や食品

表示の知識等を提供します。

また、家庭における食品による健康被害の発生を未然に防止するため、食品の取扱いなど、

食品衛生に関する正しい知識の普及啓発に努めます。
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① 食品の安全性・食品衛生に関する知識の普及促進

家庭における食品による健康被害の発生を未然に防止するため、食品衛生に関する正しい

知識の普及啓発に努めるとともに、食品衛生関係事業者団体の自主的活動を支援します。

また、行政機関などからの情報提供を受け取るだけでなく、自ら進んで学ぼうとする方々

の学習活動を支援します。

② 消費者相談体制の充実

食品の安全・安心に関する問い合わせや相談等については、各消費者相談窓口や各保健所

において受付し、適切な対応を行います。

食品の安全性に関する様々な情報が氾濫する中、情報が正しく伝わっていない場合がありま

す。

食品の安全性確保とともに、信頼し安心できる正しい情報を迅速かつ分かりやすく伝える必

要があります。

１ 食品表示の適正化の推進

平成２７年４月から施行された「食品表示法」や関係法令に基づき、調査・指導を行うほ

か、偽装表示を始めとする不正表示を防止します。

① 適正な食品表示の徹底

食品表示の適正化を図るため、食品関連事業者等を対象としたセミナー等を開催及び食品

表示に係る一斉取締りの実施を行います。

② 消費者の視点による食品表示の監視

食品表示１１０番の設置（生活センター、北部・南部消費生活相談室）により、食品表示

の監視指導を行います。

２ トレーサビリティシステムの構築

主要な農畜産物の安全性や信頼性の向上を図るため、生産、流通、販売各段階における情

報の追跡と提供ができるトレーサビリティシステムを構築します。

① 主要農畜産物のトレーサビリティシステムの構築

県内はもとより全国へ向けて、安全で美味しい秋田県内の主要農畜産物の品質を保証し

信頼性向上を図るため、生産履歴を明らかにするトレーサビリティシステムの構築に向け

た取組を推進します。
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３ 健康影響に関する情報の提供
食品を原因とする健康被害の発生を未然に防ぐため、ホームページや新聞・テレビ等のメデ

ィアを活用し、情報提供に努めます。

① 食品による健康被害発生予防情報提供の推進

ア 健康被害の発生を未然に防ぐため、関連情報の収集に努めるとともに、食品安全に関す

る調査・研究を通じて得られた情報を提供するなど、日頃から啓発活動を行います。

また、注意喚起の際は、迅速に提供します。

イ 生産者や食品関連事業者など当事者自身による食品の安全・安心に関する情報（食中毒

警報発令等）の発信や提供を支援します。

食品の安全性の確保を的確に進めるためには、生産者、食品関係事業者、消費者の関係者間

で情報の共有化、意見交換を行い、信頼関係を築くことが重要であり、相互理解に基づいた取

組を進めていく必要があります。

１ 情報の共有・相互理解の推進
食品の安全・安心を確保するためには、食品には一定のリスクがあることを前提に生産か

ら消費に至るすべての段階の人々が情報を共有して、意思疎通を図り、相互理解による信頼

関係を築くリスクコミュニケーションの促進を図ります。

① リスクコミュニケーションの推進

食品の安全・安心に関する様々なテーマについて、情報共有や意見交換の場を提供し、生

産者、食品関係事業者、消費者間の相互理解を図ります。

２ 食育の推進
別に定める「第４期秋田県食育推進計画」とともに、県民一人一人が生涯を通じて食の安

全性に関する知識と理解を深め、食品を自ら選択する能力を習得し、「秋田の自然や風土に

調和した健全で持続可能な食生活の実現」を目的に食育を推進します。

学校における食育については、児童生徒の発達の段階を考慮しながら、教育活動全体を通

じて適切に行います。

① 望ましい食生活の普及啓発

「健康秋田いきいきアクションプラン」や「秋田県民の食生活指針」に基づき、各ライフ

ステージに対応した学習機会の提供に努め、望ましい食生活の普及・啓発を図ります。

② 地域における体験学習の推進
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農産物の生産工程を理解するなど、実際に体験することで、食品安全に対する知識と理解

を深めるため、農作業などの体験学習を推進します。

３ 地産地消の推進
地元でとれた農林水産物を地元で消費する地産地消の取組は、生産者や食品関係事業者と

相互理解を深め、信頼性確保につながるため、このような取組や活動を関係機関と連携し支

援します。

① 県産農畜水産物の利用促進等

農林水産物の生産現場において、生産工程などへの理解を深め、相互理解の推進を図ると

ともに、学校給食等への県産農畜水産物の利用促進を図ります。

４ 認証制度の普及
秋田県内において生産される「比内地鶏」を始めとする、高品質な農畜水産物及び県産食

品の品質を保証し、県内はもとより全国へ向けて、発信するために各種認証制度の信頼性を

高めるとともに、同制度の普及を推進します。

① 高品質な県産食品の開発及び品質向上の促進

秋田県内において生産される、農畜水産物及び県産食品の品質の高さなどを保証し信頼性

を高めるため、各種認証制度の普及促進を図ります。
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《各種認証制度》

◇ 「秋田県特別栽培農産物 認証制度」

その農産物が地域の慣行レベルに比べて、節減対象農薬

の使用回数が５０％以下、化学肥料の窒素成分量が５０％以下で栽培された農産物であるこ

とを認証する制度

◇ 「秋田県比内地鶏ブランド認証制度」

比内地鶏ブランドに対する消費者等の信頼に応えるために、比内地鶏

の生産、比内地鶏肉等の加工品及び加工食品の製造に関わる事業者を

認定する制度

◇ 「秋田県 ＨＡＣＣＰ 認証制度」

本県の食品の安全性確保と信頼性向上に向け、ＨＡＣＣＰ

による衛生管理体制を整備し、衛生管理体制が一定水準に達し

ている施設を認証する制度
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第２　食品に関する

     　正確な情報の提供

第３生産者、食品関連事業者、消費者の  

    相互理解・信頼関係の確立

第４次秋田県食品の安全・安心に関する基本計画

施策体系図

第１　生産から消費に至る

     　食品の安全性の確保

基本目標 施策の目標 施策の展開

１　生産段階における安全性の確保
①　安全な農産物の生産
　ア　農薬・肥料の適正使用の指導
　イ  土壌環境改善の推進
　ウ　病害虫の的確な発生予察方法の確立・普及
  エ  農業生産工程管理（ＧＡＰ）の推進

②　安全な畜産物の生産
　ア　動物用医薬品・飼料の適正使用の指導
  イ　家畜伝染病予防

③  安全な魚介類の出荷・生産
　ア　貝毒発生監視及び自主管理の推進
　イ　水産用医薬品・飼餌料の適正使用の指導

２　製造・加工段階における安全性の
　　確保

①  食品営業施設等に対する監視指導

②  食品関連事業者によるＨＡＣＣＰに沿った
　 衛生管理手法の推進

③　集団給食施設における衛生管理の推進

④　飲用水の安全性の確保

３　流通・販売段階における安全性の
　　確保

① 県内流通食品等の安全検査

② 無承認無許可の医薬品成分を含む食品の流通防止

４　消費段階における安全性の確保 ① 食品の安全性・食品衛生に関する知識の普及促進

② 消費者相談体制の充実

１　食品表示の適正化の推進 ① 適正な食品表示の徹底

② 消費者の視点による食品表示の監視

２　トレーサビリティシステムの構築 ① 主要農畜産物のトレーサビリティシステムの構築

１　情報の共有・相互理解の推進

２　食育の推進

３　地産地消の推進

４　認証制度の普及

① リスクコミュニケーションの推進

① 望ましい食生活の普及啓発 

② 地域における体験学習の推進 

① 県産農畜水産物の利用促進等

① 高品質な県産食品の開発及び品質向上の促進

３　健康影響に関する情報の提供　 ① 食品による健康被害発生予防情報提供の推進
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２０２１年（令和３年）4月１日現在　　

第４章　計画の推進に向けて

１　施策の推進体制

秋田県食品安全推進会議の設置について

事務局　生活衛生課

食品安全推進会議

４部

食品安全推進委員会　　　

　幹　事　会

ワーキンググループ 幹事会所属課　食品安全業務担当職員

　生産から流通、消費に至る食品安全推進施策を総合的に推進するため、庁内関係部署の連携強化を図る組織として、
「秋田県食品安全推進会議」を平成１５年７月１日付けで設置しました。

・食品の安全に関する総合的な施策・計画の策定

・食品の安全に関する情報の収集・提供
・県民意見のまとめと関連施策への反映
・関係部局間の連携調整と情報の共有

・国、地方自治体、関係機関等との連携・協力
・食品安全推進委員会に関する事務

・食品の安全・安心に関する県の方針や

  計画、各種施策への提言
・関係者相互の情報・意見交換による課
  題抽出

・各種情報収集や県民意見の聴取窓口
・その他食品の安全確保に関すること

  役割

  役割

１8課1室

外部委員会
座 　長：生活環境部長

副座長：農林水産部長

委　 員：危機管理監

委　 員：健康福祉部長

福祉政策課長 医務薬事課長

総合防災課長

県民生活課長 幹事長　生活衛生課長

産業政策課長

教育庁　保健体育課長 警察本部　生活環境課長

秋田うまいもの販売課長

農林政策課長

水田総合利用課長

水産漁港課長

農業経済課長

園芸振興課長

地域産業振興課長

畜産振興課長

学識経験者、生産者、食品製造者、
流通業者、消費者 等　１２名で構成

農業経済課販売戦略室長

農山村振興課長

健康づくり推進課長
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２ 生産者、食品関連事業者、消費者、行政の役割・責務

〔秋田県食品の安全・安心に関する条例

（２００４年（平成１６年）４月１日施行、秋田県条例第２０号）抜粋〕

３ 計画の進行管理

（１）進行管理

本計画を達成するため、具体的な行動計画「食品の安全・安心のためのアクショ

ンプラン」により、達成数値目標を掲げ、事業や取組を実施し、その達成状況や実

施結果について公表します。

（２）事業の評価

消費者、生産者、食品関係事業者、学識経験者で構成される外部委員会「食品

安全推進委員会」において、事業の実施状況等を報告し、意見を求めるとともに、

反映させるよう努めます。

（基本理念）

第三条 食品の安全・安心は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 県民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に必要な措置が講じられるこ

と。

二 農林水産物の生産から食品の消費に至るまでの各段階において必要な措置が適切に講じ

られること。

三 県、食品関連事業者及び消費者が連携協力を図りながら、それぞれ主体的に取り組むこと。

（県の責務）

第四条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、食品の安全

・安心に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

（食品関連事業者の責務）

第五条 食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、自らが

食品の安全・安心について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全・安心に

必要な措置を適切に講ずるとともに、その事業活動に係る食品その他の物に関する正確かつ

適切な情報の提供に努め、及び県が実施する食品の安全・安心に関する施策に協力するもの

とする。

（消費者の役割）

第六条 消費者は、基本理念にのっとり、自ら進んで食品の安全・安心に関する知識を修得し、

食品の安全・安心に関する施策について意見を表明するように努めることによって、食品の

安全・安心に積極的な役割を果たすものとする。


